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○西興部村講師派遣制度実施要綱 

令和５年４月２７日教育委員会訓令第１号 

西興部村講師派遣制度実施要綱 

（目的） 

第１条 地域課題や日常生活から出てくる身近な課題等について取組んでいる団体・グループ

等の学習活動に対して、求めに応じて専門的な知識やノウハウを持つ講師を派遣し、もって

地域の一層の活性化と協同の村づくりに資することを目的とする。 

（申請対象者） 

第２条 申請対象者は、一般村民（在学青少年は除く。）５名以上の団体・グループとする。 

（対象となる事業） 

第３条 対象とする事業は、おおむね次のとおりとする。 

(１) 学習事業（団体の希望に応じた調査研究、講習会、講演会等の実施） 

(２) その他教育長が特に認める事業 

（対象外となる範囲） 

第４条 対象外とする事業は、次のとおりとする。 

(１) 村から既にほかの助成金を受けている団体の活動・事業（同一事業に複数の補助金を

充てない） 

(２) 営利を目的とする事業（団体等が運営経費としての参加料等を徴収する場合は、営利

としない） 

(３) 特定の政治・宗教団体に関する事業 

（対象経費） 

第５条 補助の対象とする事業経費は、交付対象事業に直接要する報償費（講師謝礼）とする。 

（補助額） 

第６条 対象経費の額は５万円を限度とする。 

（申請手続） 

第７条 補助の交付を受けようとする団体・グループは事業実施のおおむね20日前までに講師

派遣制度申込書（別記様式１）に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

(１) 団体・グループ名簿（任意様式） 

(２) 収支予算書（任意様式） 

(３) その他教育長が必要と認める書類 

（実施報告） 

第８条 事業終了後、10日以内に講師派遣制度報告書（別記様式２）に次に掲げる書類を添え

て教育長に提出しなければならない。 

(１) 開催要項、チラシ、リーフレット、プログラム等（事業内容がわかるもの） 

(２) 事業収支決算書（任意様式） 

(３) その他教育長が必要と認める書類 

（報償費の決定の取消し及び返還） 

第９条 対象事業者が次の各号の一つに該当すると認めたときは、西興部村財務規則（昭和41

年４月１日規則第４号）第138条により、補助額の決定額の全部、又は一部を取り消すこと

がある。また、その取消しに係る部分に関し、既に補助額が交付されているときは、期限を

定めて返還を命ずるものとする。 

(１) 対象経費を他の目的に使用したとき。 
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(２) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。 

(３) 対象事業等の施行方法が不適正であったとき。 

(４) この対象経費の目的の変更を伴う、又は、目的の達成に支障を及ぼす重大な変更（対

象事業の一部の中止又は廃止を含む。）により、対象事業の全部又は一部の継続の必要が

なくなったと判断したとき。 

(５) その他この要綱及び西興部村財務規則の規定に違反し、又は対象となる条件に違反し

たとき。 

（帳簿及び書類の備え） 

第10条 対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、交付対象事業

完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 
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別記様式１ 
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別記様式２ 

 


